
４．訪問看護の内容 

 住み慣れたご自宅で安心して療養生活が送れるよう、看護師その他省令で定める者がご

家庭を訪問し、主治医の指示書に基づいて療養上の世話又は必要な診療の補助等次のよう

な看護を行うサービスです。 

（１）病状・障害の観察       （２）清拭・洗髪等による清潔の保持 

（３）食事及び排泄等日常生活の支援 （４）褥瘡処置や予防のための指導 

（５）リハビリテーション      （６）ターミナルケア 

（７）認知症患者の看護       （８）療養生活や介護方法の指導 

（９）各種カテーテル等の管理    （１０）その他医師の指示による医療処置 

 

５．利用料等 

 医療的ケア・処置に伴う衛生材料は、原則として訪問看護指示書発行医療機関及び当ステ

ーションからの支給とします。但し、個人の身体状況により特殊な衛生材料を必要とする場

合や使用量によっては、ご相談をさせていただき、自費購入となる場合がございます。 

 

介護保険ご利用者様負担金（１） 

①訪問看護費 

―看護師が訪問した場合－ ※准看護師は１回につき基本料金の９０％となります。 

所要時間 基本料金 １割 ２割 ３割 

２０分未満 ３,１４０円 ３１４円 ６２８円 ９４２円 

３０分未満 ４,７１０円 ４７１円 ９４２円 １,４１３円 

３０分以上１時間未満 ８,２３０円 ８２３円 １,６４６円 ２,４６９円 

１時間以上１時間３０分未満 １１,２８０円 １,１２８円 ２,２５６円 ３,３８４円 

※訪問時間が１時間３０分を超えた場合は、延長料金として３０分毎にどなたも１,０００

円をいただきます。（特別管理加算対象者は長時間訪問看護加算をいただきます。） 

 

②介護予防訪問看護費 

―看護師が訪問した場合― ※准看護師は１回につき基本料金の９０％となります。 

所要時間 基本料金 １割 ２割 ３割 

２０分未満 ３,０３０円 ３０３円 ６０６円 ９０９円 

３０分未満 ４,５１０円 ４５１円 ９０２円 １,３５３円 

３０分以上１時間未満 ７,９４０円 ７９４円 １,５８８円 ２,３８２円 

１時間以上１時間３０分未満 １０,９００円 １,０９０円 ２,１８０円 ３,２７０円 

※訪問時間が１時間３０分を超えた場合は、延長料金として３０分毎にどなたも１,０００


